
漁法や地域を横断したトラフグ資源管理の統一方針の策定 

○トラフグ関係20府県：          

石川、福井、京都、鳥取、島根、
山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、
鹿児島、宮崎、大分、愛媛、広島、
岡山、兵庫、香川、徳島、和歌山 

○構成：栽培漁業推進法人、漁業関係団
体、関係都道府県、海づくり協会 
○目的：資源造成型栽培漁業の推進、県
域を越えた種苗生産・放流体制の構築等 
○事務局：全国豊かな海づくり推進協会 

海域栽培漁業推進協議会 

○統一方針を自県資源管理方針に反映、
漁業者に対する計画作成を指導等 

府県・資源管理協議会 

○資源管理計画（漁獲圧削減、小型魚
抑制、再放流等）の作成と実行 

漁業者（団体） 

○栽培基本計画に種苗放流の数量
や大きさ等を設定 
○集中的な種苗放流や未成魚再放流
を実施 
○種苗放流の有効化の向上 

府県 

ト ラ フ グ 資 源 の 増  加 と 安 定 

○対象漁業： 
はえ縄、小型底びき網、小型定
置網、敷網、刺し網、釣り等 

○構成：漁業者､関係団体、関係府県、研究機関、市
場･流通関係者 
○目的：未成魚漁獲抑制（再放流）、産卵親魚保護、
産卵場・成育場保全、種苗放流の実施等の検討（海
域別・課題毎に作業部会を設置） 
○事務局：水産庁管理課 

トラフグ資源管理検討会議（仮称） 

トラフグ全国協議会 

○構成：研究機関、関係府県 
○目的：生態調査、種苗放流技術開発、実
証調査、資源管理方策の検討･提案等 
○事務局：瀬戸内海区水産研究所 

研究 

資源管理 

連携 

参加 

トラフグ日本海･東シナ海･瀬戸内海系群の資源管理の進め方 

栽培 

広域漁業調整委員会 
（瀬戸内海、日本海･九州西） 

資料 ４－① 



- 1 -

資料４－②

トラフグ資源管理検討会議設置要領（案）

第１ 趣旨
トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群（以下「トラフグ資源」という。）

は、府県の区域を越えて回遊し、20府県にわたり、はえ縄、小型底びき網、
定置網及び釣りなど様々な漁業種類により漁獲され、高額で市場取引され
る漁業上の重要資源である。
しかしながら、近年の資源水準は低位、資源動向は減少と評価されてお

り、現状のままの漁獲と人工種苗の放流が継続された場合、資源量は減少
し続けると推定されているが、放流種苗を効果的に資源に添加することに
加えて、更なる漁獲圧の削減を行うことによって急速な資源回復の実現が
可能であることが指摘されている。
このような現状を踏まえ、資源管理のあり方検討会取りまとめ（平成26年

７月）において、関係漁業者、関係行政機関及び試験研究機関等が参画す
る横断的な検討の場を設け、資源管理措置について検討し、関係者が統一
的な方針の下で資源管理に取り組むべきこと等が提言されたことを受け、
具体的な資源管理の取組を検討するためトラフグ資源管理検討会議（以下
「検討会議」という。）を設置する。

第２ 検討会議の目的
検討会議は、トラフグ資源の回復を図るため、トラフグ資源の漁獲、種苗

生産、試験研究及び市場･流通等に関係する者が参集し、情報共有、意見
交換等を行うことにより具体的な資源管理措置を検討し、実態を踏まえた効
果的かつ広域的な資源管理の取組を促進することを目的とする。

第３ 検討会議の構成等
１ 検討会議は、以下に掲げる機関等に所属する者をもって構成する。
① トラフグ資源の漁獲実績を有する府県の漁業者団体、行政及び試
験研究機関であって、検討会議の趣旨・目的に賛同するもの

② トラフグを取り扱う市場・流通関係団体であって、検討会議の趣旨・
目的に賛同するもの

③ 全国漁業協同組合連合会
④ 公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会
⑤ 独立行政法人水産総合研究センター
⑥ ①又は②の機関等が所在する市町村であって、検討会議の趣旨・
目的に賛同するもの

⑦ 水産庁
２ 検討会議は、必要があると認めるときは、１以外の者の出席を求め、意
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見を聴くことができる。
３ 検討会議の事務局は、水産庁資源管理部管理課資源管理推進室にお
いて行う。

第４ 検討会議の運営
１ 検討会議は、事務局が第２の機関等と協議し、年１回以上開催する。
２ 検討会議の議事進行及び取りまとめは、事務局が行う。

第５ 作業部会
１ 検討会議には、日本海中西部海域、九州・山口西方海域、瀬戸内海海
域及び有明海海域ごとに海域別の作業部会を置く。

２ 海域別の作業部会は、当該海域を地先海面とする府県に関係する第２
の１の者により構成する。ただし、３の課題を検討するために必要な場
合、当該海域と異なる海域を地先海面とする府県を含む構成とすること
ができる。

３ 海域別の作業部会は、次に掲げる課題の具体的検討を行い、その状
況について、事務局を通じ、検討会議に報告する。
① 未成魚漁獲抑制（再放流を含む）
② 成魚保護
③ 産卵場・成育場保全
④ 種苗放流

４ 海域別の作業部会には、３の課題ごとの幹事府県を置き、必要に応じ
て副幹事府県を置くことができる。

５ それぞれの幹事府県は、海域間の情報共有に努めるとともに、複数海
域の合同による作業部会（以下「合同作業部会」という。）が必要と認める
ときは、事務局と協議調整し、合同作業部会を開催することができる。

６ 海域別の作業部会に関する連絡調整は、日本海中西部海域について
は水産庁境港漁業調整事務所が、九州・山口西方海域及び有明海海域
については水産庁九州漁業調整事務所が、瀬戸内海海域については水
産庁瀬戸内海漁業調整事務所が、それぞれ行う。

第６ 広域漁業調整委員会との連携
検討会議は、具体的な資源管理の取組の検討状況について、日本海・九

州西広域漁業調整委員会及び瀬戸内海広域漁業調整委員会に報告し、有
機的に連携する。

第７ その他
１ 検討会議は原則として公開とする。
２ 本設置要領に規定のない事項については、事務局は第３の１の構成員
と協議し、その取扱いを決定する。
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石川県 ○ ○

福井県 課題幹事県 課題幹事県

京都府 ○ ○

鳥取県 ○ ○

島根県 ○ ○

山口県 ○ ○ ○

福岡県 ○ 課題幹事県 課題幹事県

佐賀県 ○ ○ ○

長崎県 課題幹事県 ○ ○

熊本県 ○ ○ ○

鹿児島県 ○

宮崎県

大分県 ○

福岡県 ○ ○ ○

愛媛県 ○ ○ ○

山口県 課題幹事県 課題幹事県 課題幹事県

広島県 ○ ○ ○

岡山県 ○ ○ ○

兵庫県 ○ ○ ○

香川県 ○ ○ ○

徳島県 ○

和歌山県 ○

福岡県 ○ ○ ○

佐賀県 ○ ○ ○

長崎県 課題幹事県 課題幹事県 課題幹事県

熊本県 ○ ○ ○

有明海

○

○

課題幹事県

○

○

○

○

○

○

○

日本海中西部

○

課題幹事県

○

○

○

○

○

九州･山口西方海域

○

○

課題幹事県

○

瀬戸内海

○

成魚保護 産卵場・成育場保全

海域別･課題別作業部会構成表

海　域 府　県
種苗放流

（広域プラン）
未成魚漁獲抑制(再放流含む）
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